
健康保険・適用

適用関係の諸届一覧
お問い合わせは　業務部適用課　☎03-3292-5005　大阪支部　☎06-6944-4300

届書の種類 掲　載
ページ 内　　　　　　　　　　　容 提出者 届出期限

適用事業所所在地・名称
変更（訂正）届 9

事業所の名称、所在地に変更または訂正があっ
た場合

事業主 5日以内

事業所関係変更（訂正）届 10
事業所の事業主・事業主代理人に変更または
訂正があったとき、事業所の電話番号を変更
または訂正した場合

事業主 5日以内

被保険者資格取得届 13 新しく従業員（被保険者）を雇い入れたとき 事業主 5日以内

被保険者資格喪失届 13
被保険者が退職、または死亡等のため資格を
喪失したとき

事業主 5日以内

被保険者証記載事項変更
（訂正）届 15

被保険者証の記載事項に変更または訂正の必
要が生じたとき

被保険者が
事業主を経由して

5日以内

被保険者証紛失・き損届・
再交付申請書 15

被保険者証を紛失またはき損し、被保険者証
の再交付を必要とするとき

被保険者が
事業主を経由して

すみやかに

被保険者証回収不能届 16
被保険者の所在不明等により、被保険者証の
回収ができないとき

事業主
調査後

すみやかに

被扶養者（異動）届 20
被保険者に扶養家族がいるとき、または扶養
家族が増えたり減ったとき

被保険者が
事業主を経由して

5日以内

被保険者報酬月額
算定基礎届 25

毎年7月1日現在の被保険者について、報酬月
額の届出をするとき

事業主
7月1日〜
10日まで

被保険者報酬月額変更届 25

被保険者の報酬が、昇（降）給および賃金体系
の変更などにより、変動のあった月から３カ
月間の平均が従前と比較して2等級以上の差が
あったとき

事業主 すみやかに

育児休業等終了時報酬
月額変更届 25

育児休業終了後の報酬が低下し、従前と比較
して１等級でも差が生じたとき

被保険者が
事業主を経由して

すみやかに

被保険者賞与支払届 28
被保険者に賞与等（期末手当、決算手当等含む）
を支払ったとき

事業主 5日以内

育児休業等取得者申出書
（新規・延長）
育児休業取得者終了（変更）届

30
育児休業法により被保険者が育児休業を取得・
延長したとき、終了したとき

事業主 すみやかに

任意継続被保険者
資格取得申請書 32

２カ月以上被保険者であった方が退職して資
格を喪失し、引き続き被保険者になるとき

被保険者で
あった方

退職日の
翌日から
20日以内

特例退職被保険者
資格取得申請書 34

老齢厚生年金受給権者で75歳未満の方のうち
当組合の被保険者期間20年以上、または40歳
以降10年以上の方が被保険者になるとき

被保険者で
あった方

年金請求を行い
年金証書を
受け取った
翌日から
3カ月以内

介護保険適用除外
該当・非該当届 42

40歳から65歳未満の被保険者で、住所が日本
国にない方、適用除外施設への入居者、在留
資格1年未満の外国人。いずれかに該当したと
き、非該当になったとき

被保険者が
事業主を経由して

すみやかに

　事業主は、変更のあった日から5日以内に次の書類を当健保組合に提出してください。

★提出書類
「適用事業所所在地・名称変更（訂正）届」

　提出部数は、変更内容によって異なりますので、当健保組合にお問い合わせください。

事業所および事業主
事業所の所在地・名称が変わったとき

健
康
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険
・
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用
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すべての申請書の事業所欄は、事業主印で受け付
けるよう監督官庁から指導がありました。その
ため、該当箇所への認印の押印では受け付けるこ
とができませんので、ご了承願います。




